
サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

緊急時訪問看護加算 別紙８－１

特別管理体制 別紙８－１

ターミナルケア体制 別紙８－１

総合マネジメント体制強化加算

１　利用者の心身の状況又はその家族等の取り巻く環

境の変化に応じて、随時、ケアマネや看護師、介護職

員等が共同しケアプランの見直しを行うこと。

２　地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の

関係施設に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が提供することのできる指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の具体的な内容に関する情報提

供を行っていること。

別紙１２－１２

別紙１２－１２(添付書類）

別紙１２－１５ 加算Ⅲを算定する場合

従業者ごとの研修計画書

従業者の技術指導を目的とした会議の議事録又は計画書

健康診断実施計画又は全ての訪問介護員等に事業主負担で健康診断を

行われたことが確認できる書類

資格者証の写し

実務者研修及び介護職員基礎研修過程を修了していることがわかるもの

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

厚生労働大臣が別に定める地域に該当するかを確認

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

サービス提供体制強化加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）
オペレーションセンターサービスを行うために必要な

人員を確保していること。

日中、他の訪問介護事業所と連携体制を確保していることがわかる契

約書等

別紙１２－８

別紙１２－８(添付書類)

従業者ごとの研修計画書

従業者の技術指導を目的とした会議の議事録又は計画書
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

健康診断実施計画又は全ての訪問介護員等に事業主負担で健康診断を

行われたことが確認できる書類

資格者証の写し

実務者研修及び介護職員基礎研修過程を修了していることがわかるも

の

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

夜間対応型

訪問介護

24時間通報対応加算

サービス提供体制強化加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

時間延長サービス体制
実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能

な場合に記載すること。

浴室の平面図

脱衣室・浴室等、入浴介助を適切に行える設備が確認できる写真

別紙１６

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保し

ていること。

資格証の写し

勤務体制一覧表など理学療法士等の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら

機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は

あん摩マッサージ指圧師を１名以上配置しているこ

資格証の写し

別紙１４

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保し

ていること。

資格者証の写し

認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護

実践者研修いずれかの修了証の写し

若年性認知症利用者受入加算 認知症加算を算定している時は算定不可。

勤務体制一覧表など管理栄養士の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

管理栄養士を１名以上配置していること。

資格者証の写し

勤務体制一覧表など言語聴覚士等の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置

していること。

資格者証の写し

個別送迎体制強化加算
勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

【指定療養通所介護限定】２名以上の従事者により、

個別に送迎を行っていること。当該従事者のうち１名

は看護師又は准看護師であること。

入浴介助体制強化加算
勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

【指定療養通所介護限定】２名以上の従事者により、

個別に入浴介助を行っていること。当該従事者のうち

１名は看護師又は准看護師であること。

別紙１２－４

別紙１２－４（添付書類） 加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

別紙１２－１５ 加算Ⅱ又は加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福

祉士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

地域密着型

通所介護

入浴介助体制

中重度者ケア体制加算

個別機能訓練体制

認知症加算

栄養改善体制

口腔機能向上体制

サービス提供体制強化加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

時間延長サービス体制
実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能

な場合に記載すること。

浴室の平面図

脱衣室・浴室等、入浴介助を適切に行える設備が確認できる写真

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）

個別機能訓練加算に係る機能訓練は、1日120分以上、

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

１名以上配置して行っていることがわかるようにする

こと。

資格者証の写し

若年性認知症利用者受入加算

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を

定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに

応じたサービスの提供を行うこと。

勤務体制一覧表など管理栄養士の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

管理栄養士を１名以上配置していること。

資格者証の写し

勤務体制一覧表など言語聴覚士等の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置

していること。

資格者証の写し

別紙１２－９

別紙１２－９(添付書類) 加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

別紙１２－１５ 加算Ⅱ又は加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福

祉士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

認知症対応

型通所介護

入浴介助体制

個別機能訓練体制

栄養改善体制

サービス提供体制強化加算

口腔機能向上体制



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

勤務体制一覧表など看護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

加算Ⅰ：常勤の看護師を１名以上配置

加算Ⅱ：常勤の准看護師を１名以上配置

加算Ⅲ：看護職員を常勤換算方法で１名以上配置

資格者証の写し 看護職員の資格者証

看護師と24時間連絡できる体制を確保していること。
看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定

しない。

看取り期における対応方針、同意書の様式

訪問体制強化加算 勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）
訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者がわかるよ

うにすること。

総合マネジメント体制強化加算

１　利用者の心身の状況又はその家族等の取り巻く環

境の変化に応じて、随時、ケアマネや看護師、介護職

員等が共同しケアプランの見直しを行うこと。

２　利用者の地域における多様な活動が確保されるよ

うに日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態

に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加してい

ること。

別紙１２－１０

別紙１２－１０(添付書類)

別紙１２－１５ 加算Ⅲを算定する場合

従業者ごとの研修計画書

従業者の技術指導を目的とした会議の議事録又は計画書
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福

祉士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

小規模多機

能型居宅介

護

看護職員配置加算

看取り連携体制加算

サービス提供体制強化加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

夜勤勤務条件基準
勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

夜間支援体制加算
勤務体制一覧表(予定)など夜勤及び宿直勤務の人員を確認できるも

の

若年性認知症利用者受入加算

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を

定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに

応じたサービスの提供を行うこと。

夜間における連絡対応体制に関する指針、看取りの指針

看取りに関する職員研修計画

勤務体制一覧表など看護職員の人員がわかるもの

及び資格者証 の写し

（別紙７又は任意様式）

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員とし

て人員を確保する場合。

病院等との契約書の写し
病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションと

の連携により人員を確保する場合。

看護師と24時間連絡できる体制を確保していることがわかる契約書

重度化した場合の対応にかかる指針

別紙１３

認知症介護実践者研修の修了証の写し

個別研修計画 加算Ⅱを算定する場合

別紙１２－１１

別紙１２－１１(添付書類)

別紙１２－１５ 加算Ⅱ又は加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福

祉士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

認知症対応

型共同生活

介護

医療連携体制

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

看取り介護加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

夜勤勤務条件基準
勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみやか

に久慈広域連合へ相談すること。

ユニットケア体制
勤務体制一覧表など人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

別紙１２－６

別紙１５

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）
勤務体制一覧を作成する際には、誰が介護福祉士なのか

を記載して提出すること。

資格者証の写し 介護福祉士の資格者証

別紙９－３

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）

夜間における連絡対応体制に関する指針 加算Ⅱを算定する場合

資格者証の写し 看護職員の資格者証

別紙１８

勤務体制一覧表など人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

平面図

プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備

し、準ユニットごとに利用できる共同生活室を設けてい

ること。

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）

日中：準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看

護職員を配置すること。

夜間及び深夜：２準ユニットごとに１人以上の介護職員

又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員とし

て配置すること。

ユニットリーダー研修修了証の写し
準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置する

こと。

別紙１７

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

等を１名以上配置していることがわかるように、職名を

必ず記載すること。

資格者証の写し

若年性認知症入所者受入加算 別紙１７

常勤専従医師配置 別紙１７

別紙１７

精神科医師定期的療養指導に関する調書等

別紙17

視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、知的障害者

及び精神障害者の合計数が15人以上であれば満たされ

る。

障害者生活支援体制に係る調書等

資格者証の写し 障害生活支援員の資格者証

身体拘束廃止取組の有無
身体拘束廃止に関する指針、身体拘束廃止に関する施設内研修契約や

議事録など

別紙１１

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式） 管理栄養士の勤務状況がわかるもの

資格者証の写し 管理栄養士の資格者証

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式） 管理栄養士又は栄養士の勤務状況がわかるもの

資格者証の写し 管理栄養士又は栄養士の資格者証

別紙９－４

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式） 看護師の勤務状況がわかるもの

夜間における連絡対応体制に関する指針、看取りの指針

看取りに関する職員研修計画

資格者証の写し 看護師の資格者証

在宅・入所相互利用体制

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在

宅期間及び入所期間（入所期間が３月を超えるときは、

３月を限度とする。）を定めて、当該施設の居室を計画

的に利用すること。

小規模拠点集合体制

別紙１３

認知症介護実践者研修の修了証の写し

個別研修計画 加算Ⅱを算定する場合

別紙１２－６

別紙１２－６(添付書類)

別紙１２－１５ 加算Ⅱ又は加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福祉

士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

看取り介護体制

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

地域密着型

介護老人福

祉施設入所

者生活介護

看護体制加算

日常生活継続支援加算

夜勤職員配置加算

準ユニットケア体制

個別機能訓練体制

精神科医師定期的療養指導

障害者生活支援体制

栄養マネジメント体制

療養食加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法

士等を１名以上配置していることがわかるように、職

名を必ず記載すること。

資格者証の写し

別紙９

勤務体制一覧表など人員がわかるもの（別紙７又は任意様式）
常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を

定めること。

病院等との契約書の写し
病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションと

の連携により人員を確保する場合。

看護師と24時間連絡できる体制を確保していることがわかる契約書

等

重度化した場合の対応にかかる指針、同意書の様式

夜間における連絡対応体制に関する指針、看取りの指針

看取りに関する職員研修計画

別紙１３

認知症介護実践者研修の修了証の写し

個別研修計画 加算Ⅱを算定する場合

別紙１２－１４

別紙１２－１４(添付書類)

別紙１２－１５ 加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合に、介護福

祉士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

地域密着型

特定施設

入居者

生活介護

個別機能訓練体制

看取り介護加算

認知症専門ケア加算

夜間看護体制

サービス提供体制強化加算



サービス種類 内容 新たに届出をする場合に必要な添付書類 注意点

職員の欠員による減算の状況
直近１ヶ月分の勤務体制表など人員欠如の状況がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

人員欠如になることが明らかになった場合は、すみや

かに久慈広域連合へ相談すること。

訪問看護体制減算 訪問看護体制に係る届出書

緊急時訪問看護加算 別紙８－１

特別管理体制

別紙８－１

当該加算に対応可能な職員体制・勤務体制がわかるもの

医療機関等との連携体制がわかるもの

ターミナルケア体制 別紙８－１

訪問看護体制強化加算 訪問看護体制に係る届出書

総合マネジメント体制強化加算

１　利用者の心身の状況又はその家族等の取り巻く環

境の変化に応じて、随時、ケアマネや看護師、介護職

員等が共同しケアプランの見直しを行うこと。

２　医療機関等に対し、事業所が提供できるサービス

の具体的な内容に関する情報提供を行うこと。

３　利用者の地域における多様な活動が確保されるよ

うに日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態

に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加してい

ること。

別紙１２－１３

別紙１２－１３(添付書類) 加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

別紙１２－１５ 加算Ⅲを算定する場合

勤務体制一覧表など看護職員及び介護職員の人員がわかるもの

（別紙７又は任意様式）

従業者ごとの研修計画書

従業者の技術指導を目的とした会議の議事録又は計画書
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合

資格者証の写し
加算(Ⅰ)イ又は加算(Ⅰ)ロを算定する場合、介護福祉

士の資格者証が必要。

介護職員処遇改善加算 ※別途様式等参照

サービス提供体制強化加算

看護小規模

多機能型

居宅介護


